
（基金協会用） 

  

連帯保証人に対する情報提供義務について 

 
 

１ 連帯保証人に対する情報提供義務について(背景・経緯) 

  令和２年４月１日改正施行の民法で、債務者は、事業のための借入金にかかる求償権

を主たる債務とする保証契約を締結するときに、連帯保証人に対して、以下の情報を提

供することとなります。 

 

２ 連帯保証人に提供する情報の内容について 

項 目 内 容 

債務者の財産および

収支の状況 

・債務者の財産および収支の状況。 

・以下は例示となります。 

項 目 内 容 

財産の状況 ・金融資産（預貯金、有価証券等）の種類、金額等 

・不動産（土地、建物）：所在地、種類、面積、簿

価、評価額等 

収支の状況 ・収入の状況：前年度税込年収、売上高等  

・利益の状況：経常利益、当期利益等 

  

債務者の債務の状況 ・債務者が負担している債務の有無並びにその額および履行状況 

債務者の担保提供の

状況 

・債務者が債務の担保として他に提供し、または提供しようとするもの

があるときは、その旨およびその内容 

 

３ 連帯保証人に提供した情報提供に関する資料の提出について 

情報提供が行われたことを確認させていただくため、別添の「確認書（事業資金にか

かる個人または団体の連帯保証用）」および連帯保証人に提供した情報提供に関する資

料の写しをご提出ください。 

以 上 

 


